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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成２１年１０月２１日（水）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時３２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 藤浦雅彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 森内一蔵  委　　員 原田　平

委　　員 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室参事　吉田和生 政策推進課参事　中村実彦

都市整備部長　中谷久夫 まちづくり支援課長　土井正治　同課参事　浅田直廣

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局主査　湯原正治

１．審査案件

　　議案第４１号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
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（午前１０時１分　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから、駅前

等再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、何かとお忙しい中、本日は駅

前等再開発特別委員会をお持ちいただき

まして大変ありがとうございます。

　過日の改選で、新たに当特別委員会に

ご就任なさいました皆さんには、この１

年間、また何かとご審議をわずらわしま

すけれども、どうぞよろしくお願いした

いと思います。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました議案につきまして、ご審査

をいただくわけでございますけれども、

何とぞ慎重審査の上、ご可決いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

　一たん退席いたしますけれども、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、大澤委

員を指名いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　会議に先立ちまして、本日の進め方に

ついて、若干、ご報告をしておきたいと

思います。

　本委員会が終了した後、理事者の方か

ら報告をしたいという申し出があります

ので、それを受けて、その後、現地視察

に参りたいと思います。

　現地視察、約２時間半ほどかかるそう

ですので、その辺で審議の進行について、

格段のご協力を賜りますよう、お願いし

たいと思います。

　それでは、議案第４１号所管分の審査

を行います。

　補足説明を求めます。

　吉田参事。

○吉田市長公室参事　おはようございま

す。

　それでは、私の方から、（仮称）コミュ

ニティプラザ複合施設の整備にかかわり

ます補正予算につきまして、補足説明を

させていただきます。

　議案第４１号、平成２１年度摂津市一

般会計補正予算（第４号）のうち、市長

公室にかかわる部分について、目を追っ

て補足説明をさせていただきます。

　補正予算書１８ページをお開き願いま

す。

　歳出でございますが、款２、総務費、

項１、総務管理費、目１５、コミュニティ

プラザ費、節１３、委託料につきまして

は、コミュニティプラザ館内通信環境構

築委託料として、館内のインターネット

による情報システムの活用を可能にする

ためのネットワークの構築と、あわせて

サーバーの設置、そして安全にご利用し

ていただくためのセキュリティー対応、

また市民の方々の利用や、円滑な業務遂

行を担保するための情報管理運営マニュ

アルの策定業務を委託するものでありま

す。

　また、あわせまして、館内の電話機能

にかかわる通信機能構築も、実施してま

いりたいと考えております。

　次に、節１８、備品購入費におきまし

ては、本施設を有効にご利用いただくた

めの庁用器具費として、１億５，０００

万円を計上させていただいております。

　この内訳といたしましては、本館の管

理部門も業務に持つ予定の総合窓口に関

する備品や、本施設に移転します男女共

同参画センター、保健センターなどの業
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務にかかわります備品、そして、市民情

報コーナー機能を持つエントランスや、

コンベンションホールを含む貸し会議室

などに係る備品などの購入費を計上させ

ていただいておりまして、市民の方々が

ご利用される施設の備品を、計画的に配

置いたしてまいりたいと考えております。

　また、本施設を円滑にご利用いただく

ための施設案内のサイン関係も、あわせ

まして庁用器具費として計上させていた

だいております。

　このたびの補正につきましては、平成

１９年度１１月の策定いたしました（仮

称）コミュニティプラザ複合施設基本構

想を基本とした導入機能を実現化するた

めに必要な器具類を整え、構想策定の折

に、ご意見をいただきました各種団体や、

南千里丘まちづくり懇談会、さらにアン

ケートによりますご要望を取り入れなが

ら、市民の方々が有効にご利用いただけ

る環境を整えてまいりたいと考えており

ます。

　また、本施設は、南千里丘まちづくり

の共同事業者である民間企業のご支援で、

整備が進められております関係から、本

年６月着工の、そして来年５月竣工、６

月引き渡しが予定されており、今回の補

正予算の執行につきましても、本施設の

工事進捗状況にあわせた執行が必要になっ

てまいります。

　そのため、本施設への備品搬入は、段

階的な対応措置が必要となりますので、

備品購入の発注は、年度内での対応とし、

最終的ないすや机などを据え置くのみの

備品は、年明けの時期に導入となります

ので、繰越明許の措置を、改めてお願い

をせざるを得ない時期が来るものと思っ

ておりますので、何とぞご理解を賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。

　以上、補正予算の内容の補足説明とさ

せていただきます。

　次に、引き続きまして、今回の施設備

品の検証に当たりまして、施設図の配置

しながら、備品などの取りまとめを行い

ましたので、その内容についてパワーポ

イントによりましてご説明を申し上げま

すので、よろしくお願いを申し上げます。

○木村勝彦委員長　中村参事。

○中村政策推進課参事　それでは、先ほ

ど、補足説明でございました備品の取り

まとめて方法等について、説明をさせて

いただきます。

　まず、位置図でございます。こちらが

阪急の摂津市駅、その前に駅前広場がご

ざいまして、その隣接した形でこちらに

コミュニティプラザが、今、建設中でご

ざいます。

　概要でございます。一応、このように

なっておりまして、地積といたしまして

は、約６，０００平米、延べ床面積６，

８０１平米でございます。階数といたし

ましては、地下１階、地上３階建てでご

ざいます。

　続きまして、これがコミュニティプラ

ザの大まかな配置図でございます。まず、

コミュニティ関連棟と保健センターの関

連棟、この２棟からなっておりまして、

２階の通路でおのおのの行き来が可能な

建物の仕様になっております。

　続きまして、コミュニティ関連棟の説

明をさせていただきます。

　まず、これは、コミュニティプラザの

１階部分の施設概要でございますが、ま

ず、事務所機能といたしまして、総合窓

口の事務所と、男女共同参画センターの

事務所、合わせまして、男女共同参画セ

ンターの業務施設としての相談支援セン

ター、あとシルバー人材センターの事務

所等が入ります。

　ここにつきましては、先ほども申しま
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したように、業務関係の施設でございま

すが、一部、一時保育室等がございます。

ここにつきましては、当然、乳幼児の方

が使われますのでそれ用のおもちゃ等の

備品等の購入も考えております。

　それとあわせまして、エントランス部

分からこちらフリースペースにかわりま

す市民情報コーナー的な機能も持つスペー

スでございますが、こちらの方につきま

しては、市民の方がおいでになられまし

て、そういったいろんな情報誌等を見て

いただく、くつろいでいただくための備

品といたしまして、ある程度、デザイン

も考えました、机とかいす等の配置を考

えております。

　とりあえずこの進め方でございますが、

まず、この男女共同参画センターの事務

所を一つ例にとって、進め方についての

具体的な説明をさせていただきます。

　まず、これが事務所でございます。お

のおの各所管課との数回にわたりますヒ

アリングをもとに、各レイアウトも考え

ながら、この黒字で印字されているのが、

今現在、施設等で使われている備品等を、

また新たなコミュニティセンターの中で

も使うという形でございます。

　それと、あと、この青い印字の部分に

つきましては、おのおの事業展開等をす

るに当たりましての、今回、要求させて

いただいております新規の部分の備品の

リストでございます。

　それを、各所室ごとに一つにまとめま

して、各部屋名から、用途、規模、利用

人員、諸室仕様等を踏まえ、先ほど申し

ました現有の備品のリストと、今回、要

求させていただいております新規の備品

リストという形での整理をとりまとめ、

全体の形での要求をさせていただいてお

ります。

　続きまして、これはコミュニティプラ

ザの２階部分でございます。２階、３階

がほとんど貸し会議室等になります。会

議室につきましては、五つ、あと研修室

につきましては、三つございます。

　まず、会議室等につきましては、当然、

この部屋の使い方から言いますと、机と

かいす等のおのおの定員に合わせた形で

の購入を考えております。

　あと、研修室と１、２につきましては、

これは一応、こちらにつきましては、お

のおの研修、あと軽運動等にも使える形

で、防音も考えながら、あと床の振動等

も考えた造りになっております。

　研修室の３につきましては、一応、工

作室というふうに書いてございますが、

一応、こちらは絵画とか、あと工芸関係

をしていただくような形の部屋になって

おります。

　こちら、赤枠の各種団体ルームでござ

いますが、市民活動の支援の登録団体と

か、男女共同参画の登録団体の方の、一

応、活動の場としての必要な備品を取り

揃えております。ですから、当然、こち

らの方につきましては、ロッカーを購入

して、各種登録団体の方に使っていただ

くことや、あとこちらに、印刷室としま

して、裁断機とか紙折り機とか、そういっ

たもので活動の場所としてのスペースを

設けております。

　続きまして、３階でございます。こち

らはコンベンションホールでございまし

て、マックスで大体三百強の方のご利用

が可能でございます。当然、こちらの方

に伴いますいすとか机、人数分の購入と

あわせまして、移動ステージというので

ございますが、これは３分割でご利用は

可能でございます。もしこちらで会議等

をされる場合には、簡易な移動ステージ

を使っての使用も可能になります。その

移動式のステージ等の購入も考えており

－4－



ます。

　それとあわせまして、こちらステージ

でございますが、こちらを使ったときの、

ある程度、段差がございますので、障害

者の方用の車いすの昇降機等の購入も考

えております。

　次、保健センターの関連部分の説明を

させていただきます。

　こちらも１階部分でございますが、ま

ず、保健センターの事務所関係でござい

ます。

　こちらの方も、先ほどのコミュニティ

部分の各事務所と同じように、使える備

品については、当然、机、いす等はお持

ちになっていただきまして、人数増によ

る、そういった新規のものの購入を考え

ております。

　それとあと、この１階のスペースにつ

きましては、乳児健診等のフロアになっ

ておりますので、こういった中待合のベ

ンチとか、各ブースの机、いす等の購入

に充てております。

　それとあわせまして、紫色の囲ってい

る部分でございますが、これは、一応、

調理実習室でございます。用途的には、

食育とか、あと調理教室とか、そういっ

た形で使われるわけでございますが、こ

の部分につきましては、調理台について

は、本工事での対応になりますが、それ

以外の食器棚とか、あと試食コーナーの

机、いす等の購入にあたります。

　続きまして、保健センターの２階部分

でございますが、こちらは、一般的な用

途としましては、市民健診等で使われる

フロアになります。

　ですから、当然、こちら新しく中待合

におけますベンチとか、あと書籍の書架

とかの購入に充てます。

　それとあわせまして、こちら、健康増

進指導ルームでございますが、こちらに

つきましても、生活習慣予防のための運

動の教室とか、あと一般の方の軽運動等

の施設としての利用が可能でございまし

て、こちらの部分、更衣室として、新た

にロッカー等も購入の予定でございます。

　続きまして、こちらが３階の機能訓練

室１、２と、あと、各療養室等になって

おるんですけれども、先ほども申しまし

たように、おのおのの各部屋につきまし

ては、各担当の課と、ヒアリングをもと

に、この備品リストについては、今回、

要求させていただいております新規の備

品については、計上させていただいてい

るところございます。

　それとあわせまして、共用部分におき

ます環境備品とか、あとあわせまして、

各所室の位置がわかるようなサイン計画

も、あわせて計上させていただいており

ます。

　こちら、南千里丘まちづくりの第１期

の完成予定図でございます。

　まず、摂津市駅がございまして、これ

が駅前広場でございます。それと、先ほ

どご説明しましたように、こちらがコミュ

ニティ関連部門、こちらが保健センター

でございます。こちらが、中２階の通路

でございます。こちらが境川で、今現在、

建設されております、こちらが三井不動

産レジデンシャルの分譲マンションと、

こちらがユニチカエステートの高齢者分

譲マンションでございます。

○木村勝彦委員長　説明が終わって、質

疑に入ります。

　きょうの質疑については、一応、各施

設の配置、あるいは備品関係ということ

で、審査を集中的にお願いをしたいと思

います。

　野口委員。

○野口博委員　補正の分は、余りないか

と思うんですけども。
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　最近、いろいろ、昔、文学少女だった

方などから、いろいろ図書室、図書関係

が、この施設にあるのかないのかという

ご質問を、よく受けますけども。

　以前、旧福祉会館では、とりあえず、

図書室がありました。今回は、部屋とし

てないかと思うんですけれども、いわゆ

る公的な図書の、そういう市民の要望に

もこたえていくというための対応ですけ

れども、このプラザに来られて、ここを

媒体として、図書館にある蔵書、図書を

お借りしたいという方がおった場合に、

どういう流れになるのか、一度お聞かせ

をいただきたいと思います。

　それと、セキュリティー問題でありま

す。

　以前、旧三宅小学校なども、閉める前

もそうですけれども、よく屋上に若い方

がのぼって、いろいろそこで暴れておっ

たということも何回かあったんです。

　今回、いろいろオープン的なところも

ありますので、いろいろ心配もしている

んですけれども、若者らしく、いろいろ

行動することは当然ですけれども、そう

いういろんなケースでのセキュリティー

を考えておりますけれども、この考えと

言いますか、１回お聞かせをいただきた

い。

　もう一つ、今回のこの配置の問題に関

連はしないんですけれども、近隣に対す

るこの計画の説明と言いますか、それを

丁寧にやっていただきたいという気持ち

であります。

　というのが、境川だとか、水路につい

て関連する住民の方々への説明は当然さ

れていると思いますけれども、旧黒田鉄

工のところが、阪急の事務所が移って、

今から駐輪場の整備をしていくというこ

とになっておりますけれども、いわゆる

関連する方々は、どういう駐輪場になっ

て、環境がどうなるのかわからないと。

きっちり説明もいただいてないというこ

とがわかりまして、きのう、担当にもそ

の旨、お話をしたんですけれども。

　図面見ても、きちっと細かく説明しな

きゃわからないということもありますの

で、そういう点では、ご意見だけ申し上

げますけれども、きちっと関連する住民

については説明をしていただくというこ

とを、この場でお願いをしておきたいと

思います。

　最初の２点だけお願いいたします。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、今、野

口委員からご質問いただきました２点に

ついて、ご説明を申し上げたいと思いま

す。

　実は、図書館の設置につきましては、

まちづくり懇談会とか市民アンケートの

中で、やはりあればいいなという形での

ご要望、ご意見も賜っております。これ

はもう現実の話でございます。

　ただ、我々の方といたしましては、安

威川以南、以北に離れているという、い

ろんな課題はございますけれども、一応、

配置としては、市内２か所に図書機能は

配置されているというのが、現実はあり

ます。

　ただ、我々とすれば、それとの関係を、

どういうふうなサービス提供ができるか

ということを、このコミュニティプラザ

の検討の中に取り入れております。

　実は、今、図書館との協議を進めてお

りますのが、例えば、インターネット上

で蔵書を検索する中で、こういう図書が

あるなら借りたいと。正雀とか鳥飼の方

へ行かなくても、例えばコミプラに来て

いただいて予約、そういう予約システム

ができないだろうかということも、今、

検討をしております。
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　ただ、インターネットなどの使い方も

ございますので、そのあたりのセキュリ

ティーも含めまして、大きな課題は残る

んですが、ただ、あと人海戦術の部分も

兼ね備えなければ、現実の話にはならな

い。

　つまり、申し出を総合窓口に来ていた

だく。それをやっていただいて、この本

を借りたい。我々の方は、それを図書の

方に要請しておく。それを、例えば何日

の日に取りに来てくださいという回答を

ご連絡できれば、いついつの日に来てい

ただく。その前に、図書館の方から、そ

の本が届いている。

　今度返す場合は、例えば１週間お借り

になって、返したいと持ってこられまし

た。そこでチェックを済ませれば、もう

お返しいただいたという結果が出る。そ

れを今度、図書館側の巡回に渡して返す

というような仕組みができないだろうか

と。

　できるだけ、これは交流拠点という部

分がございますので、そのあたりのサー

ビスのキーワードも考えながら、現実の

話として、図書館側と協議を十分詰めて

いきたいなと思っております。

　ただ、当然、そのあたりのセキュリティー

も含めまして、我々の方の検討課題はま

だ残っておりますけれども、やはりそう

いう視野も入れて、検討すべきであろう

と。

　ということは、コミュニティプラザの

付加価値も高めていきたいというような

意識も持っております。

　次に、セキュリティーの件でございま

すけれども、野口委員ご指摘のとおり、

我々も非常に危惧をいたしております。

だから、６月の補正予算と思いますけれ

ども、そのときに、防犯カメラの設置で

補正予算をお認めいただいて、それを我々

の方は、工事発注としてカメラを設置し

ていくという形のものが１点、セキュリ

ティーの道具として持っているのかなと。

　もう１点は、この福祉会館もそうでし

たけれども、有人管理、つまり２４時間

有人で管理していくということで、１点、

カバーしていきたいなというふうに思っ

ております。

　それと、当然、上にのぼられるという

ことは、セキュリティー上、防犯カメラ

で管理して、あがるところは、できたら

１０時以降は柵をしたいというふうにも

考えております。そのあたりは、最終、

来年度でございますけれども、そのあた

りの前に、手当すべきものは、そういう

形で手当をして、今度、管理会社に委託

する場合は、そこのセキュリティーマニュ

アルの中で、かちっとそういう形を管理

していきたいと。防犯上の問題も含めま

して。

　今、実は、セキュリティーに関しまし

ても、警察と１度協議もいたしておりま

す。警察も、所管の方でも、やはりカメ

ラの設置で、お互いが協力していきましょ

うということでも確認しながら、このカ

メラの設置も、また改めて警察の方のご

指導を受けて、最終決定したいなという

気もありますので、そのあたりの警察と

のラインはきちっと設けながら、今現在、

やっておるのが現実でございます。

　近隣の説明でございますけれども、ご

要望ということで、聞かせていただきま

して、十分、これは意識して、このコミュ

ニティプラザについても、幅広いＰＲを、

今後、ある程度決まればしていくのかな

というふうに考えております。

○木村勝彦委員長　野口委員。

○野口博委員　そうしましたら、図書の

問題でありますけれども、自宅からイン

ターネット検索をするやり方もあれば、
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ここに来て、ここにあるインターネット

使って、そこで申し出を、申請すると。

今おっしゃったような方向で、本人の手

元に来るという、それで返却をするとい

う。

　そこでいただいたら、その方によれば、

ちょっと休む場所で本を読んで、お茶も

飲みながらという気持ちもあるみたいで

すけれども。

　そういうことがきちっとできるように、

実現できるように頑張っていただきたい

ということで、強調してお願いしておき

ます。

　セキュリティー問題は、管理面はなか

なかしんどいと思います。厳しくするこ

とも大事でありますし、弾力的にきちっ

とするということも大事だと思いますし、

その点、計画が進んで、完成した後、近

隣を見ますと、高齢者がたくさんおられ

ますので、夜中も含めて、騒音だとか、

いろんな起こった問題に対して、被害が

生じないように、そういうことも一応、

想定してやっていると思いますけれども、

そういうことで、ぜひ、きちっと対応を

お願いしておきたいと思います。

　もう一つ、別の問題で、このコミュニ

ティプラザ棟と保健センターとの間の通

路問題ですね。これ、現状計画では、屋

根をつけようということでありますけれ

ども、いろいろ資材の高騰だとか、最近

の経済不況のもとで、この屋根がつくの

かどうかも、大変、心配もしております。

　以前にお話もしているかと思いますけ

れども、その辺の当初と現在の計画の中

で、そういう外的要因からして、ちょっ

とペンディングになりそうなということ

があるならば、披瀝していただいて、最

初の問題であるこの通路の屋根問題は、

現状どうなのかということも、お聞かせ

をいただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　まさしく今、委員

がおっしゃった内容は、社会的外圧とい

うか、いろんな課題を、今現在は抱えて

おります。

　今、ご意見賜りました、我々もやはり、

保健センター棟とコミュニティー棟との

間の大屋根は、今、支援いただいている

企業さんとは、当初、つけた方がいいで

すよねということの協議で、やってまい

りました。

　実は、その大屋根でございますけれど

も、やはり、今の経済的な状況、向こう

も去年から始まっているサブプライムの

問題等々考える中で、非常に、全額の大

屋根に対する投資は、今、非常に困難な

状況であるというような回答をいただい

ております。

　ただ、我々とすれば、やはり市民の方々

が野外で活動していただく場合、あった

方がベストであろうというのは、変わっ

ておりません。

　ただ、大屋根がもしも設計上から、最

終段階でなくなるということになります

と、ただ、構造的には、我々は今、話を

してますのは、大屋根が乗れる構造体に

はしてもらいたい。だから、最終形が変

わったとしても、その構造体は上に乗れ

るような受け皿、つまり荷重がかかって

も大丈夫なような受け皿構造として置い

といてください。そこまでは責任を果た

してください。

　ただ、その上で、市が議会、本委員会

も含めまして、議会の方からの強いご要

望、また市民の方々、活動する諸団体の

方々から強いご要望をいただいた上で、

市として、やっぱりやるべきであろうと

いう、例えば将来的に判断をしても、上

に乗れるような、乗せれるような構造体

として、強度を持たせて、最終処理はし

－8－



てもらいたいというのが、今現在の協議

の中での話をさせていただいております。

　だから、そのあたりは、やはりこれは

民間のご協力でいただく部分であります

けれども、やはりその中でできることと

できないことがだんだん見えてきている

というのが現実であります。

　ただ、我々とすれば、市民の方々が有

効に使っていただく施設でございますの

で、そのためには、最後の段階の、最後

のおさまりとして、必要であれば市が責

任を持ってやるべき項目も、必然的に出

てこようかというふうに思っております。

　非常に、苦渋の判断をせざるを得ない

時期が、だんだん近づいているのかなと

いうふうには思っております。

　ただ、これも明確にはまだ申せません

けれども、そのあたりでの協議には入っ

ていっております。

　もう１点でございますけども、実は、

これはコミュニティプラザのこの複合施

設は、直接の構造体とは別なんでござい

ますけれども、実は、今、別の話の協議

がありまして、この後ろに民間で建設を

していただく学生マンションがございま

す。これ、７階建てで、１階が財団なり、

そういう事務所系、２階が、今の当初の

計画では商工会、そこから、３階から３、

４、５、６、７の５階分につきましては、

学生マンションという形のご提案をいた

だいて、建築確認は動いておりました。

　ただ、いろんな協議を進める中で、や

はりその投資と市場性、この二面性で向

こうも苦慮をされております。

　これを手をつけると、コミュニティプ

ラザに影響が出てしまう。投資としてで

すね。投下する資金計画として。

　そういう中で、協力いただいている民

間とすれば、全力でこのコミュニティプ

ラザを、何とか現実のものにしていくこ

とが、我々の約束を果たす第一条件であ

ろうということで、第１期工事として、

コミュニティプラザの建設を着手してい

ただきました。

　ただ、第２期工事の学生マンションに

つきましては、非常に資金計画上の課題

が残り過ぎるということと、今の金融機

関の貸し出しが、非常にシビアであると

いうことと、もう１点は、やはり向こう

も企業さんでございますので、学生マン

ションを建てた場合の市場性、つまり、

やはり９５、９８ぐらいの入居率を担保

した事業計画いうのは、当然、企業側と

しては求めていく。

　そうなれば、今の立地のこの場所で、

家賃含めて評価をすれば、この学生が常

にそういう入居率を担保できるかという

ようなことを、査定の対象にもされてお

ります。

　そういうことから、資金計画上、今現

在の判断としては、学生マンションは断

念をせざるを得ないというようなところ

に至りつつございます。

　ただ、市としては、やはり産・官・学、

市民の連携ということもございますので、

そのあたりは、向こうも環境とか学生の

キーワードを持っておられます財団法人

を設立されておりますので、そのあたり

の立地、そして産のキーワードである商

工会が、我々とすればその民間の敷地で

ございますけれども、そこで建設してい

ただいて、そういうまちづくりのコンセ

プト、キーワード、そして基本の方針に

沿った形での事業展開を、何らかの形で

実現していただきたい。そして行政側と

いうか、コミュニティプラザで市民が活

動するとこで、連携をとっていただきた

いというのが、強い期待も持っておりま

すので、そのあたりは十分、協力いただ

いている企業の方はご理解をいただいて
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ますので、そういうキーワードはなくさ

ないけれども、学生マンションの部分に

ついては、資金計画上なり、市場性なり

の判断の中で、断念せざるをえんという

苦渋の、向こうもご判断をされているの

が現実であります。

　ただ、ソフト事業はできるような環境

をつくっていただきたいということはご

ざいますけれども、今の大きな、今、委

員からご質問いただきました内容として

は、そういう内容をもとに、今、協議は、

現実の話でございますけれども、進めて

おります。

　だから、民間の苦渋の判断、行政側の

苦渋の判断が、今、２通り、ここには横

たわっているのかなというふうに、我々

は感じておりますが、やはり十分協議し

ながら、現実の話として、先ほど言いま

したように、市民の方々が利用できるよ

うな環境を整えていきたいというのは変

わっておりません。

○木村勝彦委員長　野口委員。

○野口博委員　１点目のことは、最大限、

努力していただいて、当然、費用が少な

い中で、そういう計画でやっていただき

たいという気持ちがありますので、最大

限、副市長を先頭に頑張っていただきた

い。

　先ほど、最後に、今、お話があった部

分ですけれども、備品の説明があったプ

ロジェクターの最後にパースがありまし

て、あらっと思ったんですね。

　今おっしゃった学生マンションの棟が

なくなってますので、何でかなと思って

たんですけれども、その理由が、今の説

明で、一応わかったところでありますが。

　そうしますと、この南千里丘の開発全

体のコンセプトと言いますか、いわゆる

学生も来ていただいて、あわよくば、こ

の場所では対応できないかもわかりませ

んけれども、サテライトキャンパス的な、

そういう部分も、当初は計画をされて、

いろんな、そういう面からのアクセスも、

切り口もあったと思うんです。

　そういう南千里丘開発の全体コンセプ

トの関係で、どうなろうとしているのか、

ちょっとわかりにくい局面に、感じとし

てありますし、いわゆる学生も来ていた

だいて、そういう点から、にぎわいのあ

るまちもつくっていただきたいという、

そういう視点もあったかと思いますしね。

　その中で、今回、高齢者もと入ってく

るわけで、そういう全体のコンセプトが

どうなるのかという、いい悪い別にしま

して。

　本来ならば、今、つけ足しで報告があ

りましたけれども、最初に委員会に報告

されて、基本的な問題について、こうい

う状況なんですよということから、皆さ

んのご意見を聞いていただくというやり

方が当然だと思うんですけれども、何か

つけ足しで報告がありまして、そういう

違和感をちょっと持ったんですけれども。

　そういうことで、最初のこの計画全体

との関係で、整理してお答えいただけれ

ばと思います。

○木村勝彦委員長　吉田参事、当初の産

官学、一体的なまちづくりをしていこう

というコンセプトが、若干、今、崩れて

いるのではないかということで、それは

やっぱり、今の経済不況の問題もあろう

と思うんですけれども、その辺の経過に

ついて、説明してください。

　吉田参事。

○吉田市長公室参事　今、委員長の方か

らご意見いただきましたけれども、実は、

この時期にという話がありますけれども、

まず１点目は、企業さんとしては、まだ

結論にはなってないんです。先ほど言い

ましたように、まだ協議段階で、企業と
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すれば、この話というのは、企業イメー

ジもございますので、余り、即答えが、

我々の方で結論をもらってない中では言

いにくいということなんです。

　この時期にというのは、我々としては、

今、非常に苦渋の状況だというご説明だ

けは、しておきたいということの話でご

ざいます。

　ただ、経過といたしましては、当初か

ら建築確認そのものは、もう７階建てで

とっていただいております。これはもう、

当初から産官学なりのイメージを持って、

建築確認はもうおりております。

　これを判断するに至った段階は、建築

確認の変更という形になりますけれども、

まだその手続は踏んでおられませんので、

まだ確定ではないというのが、我々の気

持ちでございます。

　ただ、この産官学の全体のコンセプト

についてでございますけれども、先ほど

言いましたように、学生というキーワー

ドにつきましては、今、協力いただいて

いる企業は、文化創造企画、東京に事務

所はありますけれども、そこが文科省と

のラインを持っておりますので、そのあ

たりも、向こうは十分活用して、一度、

文化創造企画が主体となって、市民フォー

ラム、食育とか体育のフォーラムを開催

させていただきました。

　そういうような形で、我々の判断とす

れば、別に学生がいなくてもそういう企

業が持っておられる、また、ＮＰＯでご

ざいますけれども、そういう文化創造企

画のようなところが、やはり活動のフィー

ルドとして、この場所を使っていただい

て、学生がまた市民連携の中で、そうい

う企画提案をいただくという環境は、全

然変わってないというふうに、我々は思っ

てます。

　だから、先ほどありましたように、全

体のコンセプトが、蛇行で下がっていく

んじゃないかというんじゃなしに、我々

は、それは堅持しながら、やはり学生マ

ンションという一つのものがなくなる現

実を、我々は直視しているというような

状況であります。

　だから、ソフトの基本コンセプトなり

は、全然、基本的には変わってないとい

うふうに思っております。

○木村勝彦委員長　野口委員。

○野口博委員　いろんな、さまざまな市

の行事に、ボランティアとして人間科学

大学の学生さんも参加されたり、近くに

は、金子学生寮、岸部の大学の学生寮も

あったり、そういうことで、摂津市内で

も学生さん、そういう世代がいろいろ行

きかっているという姿も、最近、多くなっ

てきてますので。

　そういう中で、ここに学生マンション

ができるならば、違った意味で、そうい

う若いにぎわいのあるというところも、

少しこの取り組みが発展するのかなとい

う気も、ちょっとしてましたので。

　それも含めて、いろいろ外的な要因も

ありますけれども、大事な切り口と思い

ますので、ぜひ確認申請もされているわ

けですから、実現に向けて頑張っていた

だきたいというふうに思います。

　あと、今、ご答弁されるかもわかりま

せんけれども、当初、この学生マンショ

ンの棟にジェイ・エス・ビーの管理等も

入る予定だったと思うんです。当然、商

工会もそうですけれども。そういう、も

しだめな場合の、そういうことについて、

どういう調整だとか、どういう方向づけ

があるのか、お考えもあわせて聞かせて

いただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　野口委員言われているよ

うに、隠すつもりはございませんでした。
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　どこの場面で、きょうの場面で、この

予算以外のところで申し上げようと思っ

てたところでございます。これはご理解

賜りたいと思います。

　それで、今までリーマンショック以降

で、相当急激な変化もしてきているのは

間違いありません。でも、吉田参事が言

いましたように、あそこに学生マンショ

ンの用地は８８８平米ございます。それ

で、私どもが地区計画上で規定している

のは２，５００平米以上なければ、開発

は不可でございますから、このコミュニ

ティプラザと合築してこそ、この中身は

できます。

　そうすると、学生マンションの８８８

平米がのこれば、これは開発が不可能と

いうことが見えてまいりました。

　したがって、今現在、話しているのは、

ただ向こうの方も、吉田が言いましたよ

うに、あそこは学生マンションの最大手

でございますから、学生が減ってくる。

余り多くの学生が入ってくれるというこ

ともなくなるということで、当初から、

大学連携が非常に、向こうは得手があり

ますから、そういう大学連携をした中で

のまちづくりということも、大きなコン

セプトを持って、ともに進んできた経緯

がございます。

　したがって、こういう厳しい状況であ

りますが、ジェイ・エス・ビーとしても、

そのキーワードとしても、何とかこの大

学連携のまちづくりということは、捨て

ておりません。私どもも、そのことが、

７階建てマンションができるようにする

ならば、どういう形でするかといった、

これは総括参与を中心に、今、議論させ

てます。そのことは、商工会問題で言わ

させていただきます。

　それで、この８８８平米というのが眼

目に出てまいりますので、私どもは、お

願いしているのは、ならば市の方に寄附

を願えないかと。ということを、今、話

を進めておるという最中でございます。

　それと、商工会については、今まで２

階部分であったんですが、これは１階部

門。１階の部分で建築をするという形の

中身の方向性というか、それはあと、吉

田の方から申し上げます。

　その中における財団法人と言いますか、

その産官学の連携をどう担保していくか

ということを、今、進めているところで

ございまして、商工会も早晩、一定の決

断を持って向こうの自己資金等との関連

とか、これからの業績の問題であるとか、

それから、商工会を、あそこを売却され

て、寄附を集められるとか、これも具体

的に、もうぎりぎりのところに来ており

ますので、これは決めていくような形に

なるというふうに思っております。

　したがって、そのときに具体的になる

のは、一たん、寄附と言いましても、す

ぐあしたなるわけではございません。向

こうも株主との関係もございますから。

その辺のところも協議をしているところ

でございますが、市が一たん寄附をいた

だけるまでの間は、市で無償で貸与する。

その貸与をもって、商工会に貸し付ける

というようなことも、具体的にそんな話

もしておりまして、そういうことについ

ても、きょうの予算審査とはちょっとか

かわらないんですが、あとは詳しく担当

の方の吉田の方で、今、進めております

ので、その手続が不透明と言われたら困

りますので、今、我々がやっていること

については、若干、吉田の方から申し上

げますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、今、副

市長の方からご説明ありましたように、
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商工会の建設でございますけれども、ま

ず、やはり商工会は、我々からすれば産

官学の産のキーワードというのは、もう

我々、意識持っております。

　そのあたりは、今後、ソフト部分で連

携する部分は、やはり市民にとって、一

番ベストは何なのかという視点を持って、

いろいろな協議は、これからやっていく

んですが、その前に、商工会が１階に建

てていただく部分、今現在、協力してい

ただいている企業の立場を踏まえて、今

現在、弁護士と協議をいたしております。

　やはり、その場合、安全に、例えば商

工会館を建てるのは、その権原というか、

土地の扱いの問題を含めまして、十分、

協議して、市としてどういう手当ができ

るのかということを踏まえて、弁護士に

今、相談をかけております。

　その中で、商工会としても、やっぱり

資金計画の中で、今の敷地を有効に使っ

て、建設する場合に、どれだけの規模の

ものが最終的に必要であって、そしてそ

の配置、そしてもう一つ申し上げますの

は、商工会の建物の中に、当然、商工会

になりますけれども、やはり、先ほど言

いました財団の活動する事務所、そして

会議室も含めまして、そういうスペース

も設けていきたいというのが、今の企業

のご意見もあります。

　そのあたりを踏まえて、最終的な設計

の協議に入ろうという話になってまいり

ました。

　ただ、今後、我々も産官学という、学

の部分でございますけれども、市としま

しても、昨年に大阪大学と包括協定を結

んで、その連携するラインは設けており

ます。

　また、地元の、先ほどご意見ありまし

たように、人間科学大学なり、薫英なり

のラインとも、きちっと市は持っており

ますので、そのあたり、市が持っている

そういうライン、そして民間が持ってお

られる、先ほど言いましたように、文化

創造企画との連携もやりながら、やはり

市民にとって、そういう一番いいテーマ

をつくりながら、講演会なり、そしてシ

ルバー教室なり、いろんなものを事業展

開できるように、それの活動拠点として、

コミュニティプラザを有効に使っていた

だくことも可能ではないかなというふう

には思っております。

　だから、物がなくなったからできない

んじゃなしに、やはりここの場合は、場

所はありますけれども、やはりそのソフ

トというのは、拠点はコミュニティで活

動しながらと、我々も思っておりますの

で、そういうことは、市民の方々に有益

になるならば、有効にコミュニティプラ

ザを使っていただくということが大事と

いうことが１点と、現在、商工会といた

しましては、１階で建設した場合、どう

いう部屋割りがベストであるのかという

ような検証を、今、やっておられると。

　ということで、最終的な結果がまだ出

ておりませんけれども、そのあたりが出

れば、やはり我々、市として、どういう

ご協力ができるのか、また、協力するこ

とによって、現実、この駅前で産官学が

どのような形で現実味を帯びた活動がで

きるのかいうのは、今後の課題も含めま

して、きちっと整理すべきかなというふ

うに思っております。

○木村勝彦委員長　野口委員、この辺で。

後の予定もありますので。

　ほかに。大澤委員。

○大澤千恵子委員　補正の備品購入費が、

１億５，０００万円ですけれども、建物

自体は、寄附ということで、実際にコミュ

ニティプラザで市民の税金が使われるの

は、この１億５，０００万の部分だと思
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うんですけれども。

　この１億５，０００万の内訳で、私は

もっと、備品の物がたくさん出ているの

かなと思ったんですが、ちょっと、値段

の方とかが全然、こういったものは資料

として、まずもらえないのか、もらえる

のかということをお聞きしたいのと、そ

れと、以前の駅前等再開発特別委員会の

方で、Ａ区分とＢ区分とＣ区分というこ

とで、Ａ区分の工事費用の中に含まれる

ものと含まれないものがある。中間のＢ

区分の部分、ここの部分の検討、交渉す

るというお話だったので、どこの部分を

交渉して、どこが、何が入っているのか。

　それと、あと、備品の購入に関しての、

例えばこれは入札があって備品を購入し

ているのか、そのあたりを教えていただ

きたいんですけれども。よろしくお願い

します。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　建物の分でござい

ますけれども、基本的に、建物なんです

が、この部分で、我々の備品の細かい値

段ですね、この備品をやる場合は、余り

値段というのは、余り出しますと、種類

は出せるんですけれども、値段までつけ

て出しますと、ご質問ありましたけれど

も、入札をかけてまいりますので、見積

りをとるような品物と、これから仕分け

するのは、入札にかけれるのはかけてい

きたいというふうに、我々は思っており

ます。

　値段を入れて資料提供と。一つ一つ。

現実はもう、すべて、はっきり言います

けれども、全部、市場価格も調べて、そ

れの見積りをとって、全部やっておりま

す。その上での今回、補正予算で、最終

的に計上させていただくというのは現実

ありますけれども、資料として、こうい

う、先ほどありましたような、あれは最

終的には台帳になるんですけれども、あ

あいう形での資料提供いうのは、我々と

しては、可能かなというふうには思って

ますが、ただ、値段とまでつくと、これ

からの入札等の関係もありますので、そ

のあたりはご容赦いただきたいかなと。

　ただ、種類は、どういうものを入れる

ということは、現実、ご提示することは

可能かなというふうには思ってはおりま

す。

　相当、分厚い品物にはなりますけれど

も。

　それと、ＡＢＣの区分でございます。

　ＡＢＣの区分で、特にＢが非常に微妙

でございます。

　例えば、６月の補正のときに、本委員

会でご審査を賜った舞台の装置につきま

しても、舞台そのものは、天井に直接、

例えば、つり物はつけません。

　というのは、つり棚と申しますか、天

井からつり棚をセッティングでつって、

そこにつり物がぶら下がるというような

品物でございます。舞台装置は。

　今回、そのときのＢ工事は、通常は、

これすべてが一発発注ですと、すべてが

Ｂ工事になります。ただ、市の方は、も

ともとコンベンションホールを強く要望

してまいりました。３００人ぐらいは、

最低入る空間が欲しいよね。コンベンショ

ン一つ、何も、セレモニー何もできるよ

うな施設が摂津にはないよねということ

で、やはりまちづくり懇談会でも、いろ

んなご要望をいただいて、それを現実の

ものとして要望して、設計上、配慮して

もらいました。コンベンションホールと

して。

　今度は、コンベンションホールに舞台

が欲しいよねっていう話になって、急遽、

舞台の話も協議しました。

　その上で、わかりましたと。そしたら、

－14－



つり棚までは、これはＢ工事に入れます。

向こうの本体工事の中に入れます。次に

下げる部分です。普通、一発で発注する

部分の下げる部分について、ライトとか、

そういうスクリーンとか、そういう部分

は、市の方で、そしたらつり物は用意、

つり物機構と言いますけども、それは市

の方で用意するんで、市のＢ工事として

発注させてもらいますということで、そ

ういう、今の大きな意味で言いますと、

仕分けをしてきたと。

　例えば、小さい物で言いますと、先ほ

ど、カメラがございました。カメラで、

例えば軒先の軒下にカメラをつける場合

は、これを補強しといてくださいという

のはＢ工事です。補強して、そこにカメ

ラをつけますというのは、同じＢ工事で

も、摂津市の仕事でやっていきます。

　だから、そういう現場調整、設計上の

調整をしながら、同じＢでもそういう行

政がやる部分と、向こうにやってもらう

部分を、今、協議しながら、また進めて

もおりますけれども、基本的には、そう

いう部分を整理したんが、前回の補正予

算のときの内容でございます。

　今回は、Ｂの品物はございません。

　もう一つ言いますと、カメラですと、

ポールはつけてください。つまり、ポー

ルの上にカメラがついてます。ポールま

では、現場の方でつけてください。配管

もしてください。配管、から管は入れて

ください。その上に、市はカメラを乗せ

て、配管を入れて、警備室まで配線して、

警備室のところのテレビカメラモニター

に接続します。

　そういうようなことを、一式に、我々

は協議しながら、ポールは現場、そして

カメラは市というようなすみ分けをしな

がら、細かい調整をして、特にＢ工事に

ついて、精査してまいったということで

ございます。

　できるだけ、向こうも行政側の意向を

尊重しながら、現場サイドも対応してい

ただいてますので、うまく現場の方は回

るのかなと思ってはおります。

　あと、備品の購入方法でございます。

先ほど、言いましたけれども、できるだ

け、我々も細かく分けながら、できたら

市内の企業を中心に、発注をかけていき

たいかなと。そのかわり、相当細かく分

けないと、１億５，０００万ですので、

大枠が。そんなん、一遍に発注するのが、

ほんまは楽です。島本も一発で発注され

てます。

　あそこはたしか、入札は阪神か阪急か、

どこか百貨店が、たしか取ったと思いま

す。そのかわり、地元企業は余り発注で

きなかったと思うんです。

　我々とすれば、できたら小分けですけ

れども、地元企業に、家具は家具。家具

でも、手づくり家具と、二次製品のよう

な、でき上がりの家具もありますし、例

えば、電気の部分、パーツも電気屋で行

ける部分と、これはもう専門で、摂津市

内ではないというとこもある場合は分け

るとか、そういう細かく分けた発注方法

も考えながら、できるだけ地元の企業に、

入札等でありますので、逆に言えば、我々

からすればご協力をいただいて、入札に

参加していただく。その上で、いいもの

を入れていただくという形を、我々は非

常に期待したいと思ってはおります。

　ただ、例えばコンベンションなんかで、

ワンフロアだけで３５０ぐらいのいすが

入ります。控え室も入れますと。机やっ

たら、１５０ぐらい入りますので、その

あたりもありますので。

○木村勝彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　わかりました。

　１億５，０００万の、全体的なことか
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ら見ると、そんなに大きなお金じゃなく

て、一部なのかなと思うんですが、ここ

の部分は、やはり市民の税金を使ってい

るということで、しっかりと、やはり中

身を、先ほどおっしゃったように、市内

業者にもし発注できるものがあるんであ

れば、細かく分けて、やはり地元企業さ

んにも、何かここに携わっているんだな

というようなところを、やっぱりしっか

りとつけていただきたいなと思います。

　それでなくても、この南千里丘に関し

ましては、やはり業者、他市の業者が多

いとか、そういう声も聞きますし、なか

なか地元業者が入れないという声も聞い

ておりますので、小さいところでも、何

か地域活性化のために、そういうところ

も配慮していただけたらなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

○木村勝彦委員長　ほかに。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　少しだけ質疑をさせて

いただきます。

　先ほど、副市長からもありましたけれ

ども、学生マンションの扱いが、イメー

ジ的に、もうこっち方向に進むのかなと

いうふうな方向で、随分、変わるなとい

うふうに思ったんですけど。

　今の学生マンションが撤退をして、商

工会の会館が１階に来ると。それから、

土地も寄附をしてもらうという可能性と

いうか、方向性というのは、どの辺まで

来ているんですか。

　今はもう８０％ぐらい来ているのか、

９０％ぐらい来ているのか、いや、まだ

５０％なのか、その辺、どういう認識し

たらいいのか、一回、教えてください。

　それから、もう一つは、これ、備品の

補正予算で、以前からも備品の補正はあ

るというふうにおっしゃってましたけれ

ども、これが一応、コミプラについては、

最後になるのか。

　遊歩道のときの、雨水をためて利用す

るという方針を決められて、そこら辺の

ことが、絡みが出てきますね。また、雨

水をコミプラのあたりからも集めてくる

というふうに、多分、なってくるんでしょ

うが。

　その辺のことからとか、いろんな絡み

で、もうこれ以上の補正はないのか、ちょっ

とこの辺、２点目。

　それから、積み上げ方式で、今、今回

の補正で備品を積み上げていらっしゃい

ますが、全体の部分が見せていただきた

いので、我々も、これが必要や、必要で

ないという部分は、ちょっとわからない

んですけれども、考え方として、これは

むだなものが入ってるのじゃないかとい

う懸念があるんですね。

　実際に使ってみたら、こんなん要らん

かったんちゃうんかというものまで、買っ

ているんじゃないかという懸念が、どう

してもあるんです。

　前にテレビでやってましたけど、大阪

ドームのときに、あれもこれもいうて、

要るかもわからんから買うたというふう

で、非常にむだな物をたくさん買ってた

というようなことで、テレビで放映され

ていましたけれども。

　そういう基本的な考え方。私は、要る

かどうかわからない物は買わないで、一

たん使い出して、それでまた、やっぱり

これは要るわというものについては、２

回目、買えばいいというぐらいに、必要

な物だけ買えばいいのではないかと、私

は思うんですが、そういうことの考え方

は、この備品に積み上げたときの考え方

を、教えていただきたいと思います。こ

の３点です。

○木村勝彦委員長　８８８平米について
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は、市に貸与するのか、寄附をするのか

ということの答弁があって、その辺のこ

と、今の現状、どやねんということを、

端的にご答弁ください。

　吉田参事。

○吉田市長公室参事　学生マンションが、

まだ、最終結論ではございませんけれど

も、まだ建築確認も変わってませんし、

申請も出されてません。

　ただ、そういう方向が、もうだんだん

出てきたのかなという判断はしてますけ

れども、今、ご質問いただいている土地

の扱いについてですけれども、現実、摂

津市の土地は、先ほど説明ありましたよ

うに、６，０００平米。真横に、実は、

公開空地で、お互いが出し合いのような

形で、公開空地を設けております。

　その土地も入れまして、８８８平米で

ございますので、そのあたりは、やはり

将来のつけを残さないということからす

ると、きちっとした対応をとってもらい

たいというのが、我々の、行政側の思い

でございます。

　その寄附に関しましては、市への、も

ちろん譲渡という部分については、先ほ

ど、副市長からもありましたように、向

こうの投資家なり、株主との問題もあり

ますので、今現在、即という答えはあり

ませんけれども、我々とすれば、何年か

後には、市に譲渡されるであろうと。そ

の中で、それまでの確実な担保として、

どんな形で押さえておくか、抵当権まで

できませんので、そのあたりはどう処理

するかいうのは、弁護士と相談、今現在

しておりまして。

　ただ、方向性は、先ほど、副市長が申

し上げましたように、市への無償譲渡と

いうふうな形になろうかというふうには、

もう話は進んでまいってはおります。

　ただ、期間的な問題は、明確には、ま

だ出されないのは現実です。

　それと、備品の補正は、これ最終かと

いうことでございますけれども、備品の

補正に関しましては、今現在、我々、各

所管なり、まちづくり懇談会からいろん

な意見を賜りながら、備品は購入するた

めに、補正をあげさせていただいており

ます。

　これがむだかと言うたら、例えば、待

合室にいすが１０個あります。これ、四

つでいいよねっていうのなのか、それと

も子どもさんが暴れるから、ちょっと広

めにいすを置いとこうということで、七

つ、八つを、今回あげさせてもらうとい

う場合においては、これはむだなのか必

要なのかという、非常に難しい選択もご

ざいますけれども、我々とすれば、各所

管が実績ありますので。保健センターな

ら保健センター、男女共同参画センター

だったら男女共同参画センターの実績の

中で、これを最大限というか、これがベ

ストであろうというふうには、まとめて

はおります。

　ただ、細かい備品は、まだ現在入って

おりません。だから、このあたりは、今

後、来年度の事業を、今度は事業の部分

で、補正をいうか、当初予算であげさせ

ていただく部分は、細かいやつはありま

すけれども、やはり、部屋として使うた

めには、今の現在の備品が必要であろう

という判断の上で、今回、出させていた

だいております。

　だから、備品で細かいのは、今後、当

年度予算ではあがってくるかなとは思っ

ております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　その備品の積み上げの

考え方ですけれども、我々は今、一個一

個は見ませんけど、できたらまた、完成

したときには、見学に行きますし、その
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ときに、こんなん要らんの違うんかとい

うようなことが出んようにだけは、所管

として、きちんとしといてもらわないと。

こんなん要らんかったんちゃうんかと言

われんようにだけは、これはやっぱりむ

だにつながることになりますし、担当の

それぞれの部署が出しているから、これ

がベストなんやということもありますけ

れども、やっぱり統括されてて、お金を

握ってはる部署としては、こんなん本当

に要るんですかとか、こんなん要るんで

すかということは、しっかりと精査しな

がら、最終決定していただきたいという

ことはお願いしておきたいと思います。

　これは、見に行ったときに、最後、こ

んなんが、変なんがないようにだけは、

信頼したいと思いますので、お願いした

いと思います。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　ないようでしたら、

１点だけ、委員長の方から、あえてして

おきますけれども。

　先ほど、野口委員の質疑の中で、通路

の問題ありましたね。一定、吉田参事の

方から答弁はありましたけれども、十三

高槻線を地下構造にして、地元として協

力していこうという条件の中に、やはり

地下の上のスペースについては、市に提

供してくれと。そこに、いろんな施設を

つくっていきたいから、そのときになっ

て、いや、上に構造物をつくるような基

礎にはしてませんということを言われた

らいかんから、初めから、その基礎構造

はそういうふうにちゃんとしてください

よと。上に構造物ができるように、基礎

をちゃんとしといてくださいよというこ

とを、あえて言いまして、大阪府が約束

してくれてますので。

　最悪でも、そのことだけは、きっちり

と担保しておいてもらいたいと思います。

　暫時休憩します。

（午前１１時　８分　休憩）

（午前１１時３１分　再開）

○木村勝彦委員長　休憩前に続いて再開

します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第４１号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をしました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時３２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　木 村 勝 彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　大 澤 千 恵 子
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